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２０１９年２月７日 

横浜市教育委員会 

教育長 鯉渕 信也 様 

憲法改悪阻止神奈川県連絡会議 

                          代表委員  森 卓爾 

幹事長   高橋 宏 

 (連絡先) 横浜市中区日本大通１７番地 
ＪＰＲ横浜日本大通ビル８階 

   横浜合同法律事務所  045-651-2431 

事務局長  浅川壽一 

    

 

要 請 書              

 

私たち、憲法改悪阻止神奈川県連絡会議(略称・神奈川憲法会議)は、神奈川

県内で活動している労働組合、女性団体、平和団体、法曹団体、政党等の団体

や憲法に関心のある個人で構成している団体で、日本国憲法擁護と憲法改悪反

対の立場で諸活動をおこなっております。 

 

【日の丸および君が代の取扱について】 

横浜市教育委員会は、市内の学校にて開催される卒業式および入学式におい

て、①「日の丸」の掲揚および「君が代」の斉唱を行わぬこと、②「日の丸」

や「君が代」に対して起立や斉唱を拒む教職員に対して調査や処分を行わない

こと、③式典に参加する児童・生徒・保護者・来賓等に対し起立や斉唱を促す

ことのないよう、強く要請します。 

 

１） 「日の丸」および「君が代」は、１９９９年に成立した「国旗・国歌法」

によって「国旗」および「国歌」とされました。しかし、「国旗・国歌法」

の国会審議において、政府は「各人の内心に立ち入って強制しない」「国民

に強制することはない」と再三にわたって言明し、「国旗・国歌法」は尊重

義務規定のない法律として成立したものでした。 

２） そもそも、憲法第１９条は、「思想及び良心の自由は、これを侵しては

ならない」と規定し、信教の自由、表現の自由、学問の自由といった精神的

自由の根本となる包括的・原則的な保障条項です。 

  そして、良心の自由は、思想を告白させたり推知したりすること、交友

関係・読書傾向などの調査が禁止されること（沈黙の自由）をその内容とし

ているところ、「日の丸」掲揚の際に起立し「君が代」の斉唱を行うという

一定の行為を命じられた場合、その行為に異を唱えるものは、それら行為を

行わないという不作為の態度を取らざるをえません。その結果一定の思想を



- 2 -

推知させることとなり、不作為の態度を取った者の沈黙の自由を侵害しま

す。 

３） 教職員の処分については、２０１１年５月３０日最高裁判決（東京都教

職員再雇用拒否事件）において、卒業式における国歌斉唱の職務命令は憲法

１９条に違反するということはできないとしつつも、起立斉唱行為は国旗及

び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、その歴史観ないし世界

観に由来する行動と異なる外部的行為を求められる点を認め、教員への制約

は必要性合理性を超えてはならないものとしました。 

  ２０１２年１月１６日最高裁判決（処分取消訴訟）においても、不起立

行為等は「個人の歴史観ないし世界観等に起因するもの」であり、「積極的

な妨害等の作為ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものではない」と

して慎重な考慮を求め、一部教員への処分は裁量権の逸脱として違法としま

した。 

  このような観点からしますと、教職員に起立斉唱を求めること違法とな

りえますので、市教委におかれましては、慎重な配慮を願います。 

４） 児童生徒との関係では、そもそも教育は人格の完成を目指し、平和で民

主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な

国民の育成を期して行われなければならないのであり、多様な価値観を尊重

する人格の形成が必要不可欠です。 

  「日の丸」は、多くの被害を被ったアジア太平洋地域の各国市民からす

ると征服・連行・破壊・殺戮の象徴であり、また、戦時を知る日本国民にと

っては多くの同朋を死地に追いやった象徴でしかありません。 

  「君が代」は、「君が代は千代に八千代に」として、戦後に制定された

日本国憲法では象徴の地位にとどめられた天皇であるにもかかわらず、その

治世を永久なものと讃えようとする歌詞と解釈できます。このように、その

象徴としての評価と歌詞に議論の余地がある「日の丸」および「君が代」を

国旗および国歌として位置づけ、児童や生徒に起立斉唱を促すことは、児童

生徒の人格形成に深刻な影を落とします。 

５） さらに、式典には、保護者や来賓等、法令上何ら学校の指導や命令に応

じる義務のない人たちも参加します。こうした人々に対し、起立や斉唱を促

すことは彼らの思想良心の自由に対する制約となり、なんら法令上の根拠な

き公権力の発動となります。 

６） 以上の点から、市内の学校にて開催される卒業式および入学式において、

①「日の丸」の掲揚および「君が代」の斉唱を行わぬこと、②「日の丸」

や「君が代」に対して起立や斉唱を拒む教職員に対して調査や処分を行わ

ないこと、③式典に参加する児童・生徒・保護者・来賓等に対し、起立や

斉唱を促すことのないよう、強く要請します。 

                                                        以 上 

 


